
宋
代
役
法
上
よ
り
観
た
る
鄭
州
癈
置
問
題

㎜

等
の

　

郷
所

　

役
謂

　

の
郷前
亭

　

身

の

　

と
職

　

し
が①て

輿
へ
ら
れ
、
人
民
か
ら
も
貧
敬
を
彿
は
れ
て
ゐ

佐

伯

富

か
ら
は
優
遇
を

②
。

た
。
中
に
は
こ

の
中
か
ら
抜
擢
せ
ら
れ
て
中
央
の
大
臣
に
登
っ
た
者
さ
へ
も
あ

　

③

つ
だ
。
北
魏
に
は
三
長
制
が
あ
り
、
こ
れ
が
唐
代
の
里
正
の
前

身
で
あ
る
。
何
れ
も
栃
戊
を
冤
ぜ
ら
れ
て
ゐ
七
。
そ
こ
で
唐
の

初
に
於
て
は
里
正
坊
正
等
の
郷
役
に
一
人
の
映
Ｊ
Ｊ
あ
る
時
に

は
希
望
者
が
１
　
人
も
あ
る
と
い
ふ
有
様
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が

　
　

段
々
時
代
を
経
て
、
郷
役
を
つ
と
め
る
と
そ
れ
が
兵
役
の
代
書

　
　

に
な
る
と
い
ふ
特
典
が
次
第
に
特
典
で
た
く
な
り
、
里
正
に
な

　
　

’
る
希
望
者
が
減
少
し
て
来
た
。
そ
れ
は
１
　
代
に
於
け
る
兵
制
の

　
　

奨
化
と
開
聯
を
も
っ
て
ゐ
る
。
唐
初
制
定
し
た
府
兵
制
度
が
崩

了

　

壊
し
て
、
玄
宗
の
開
元
十
一
年
に
は
張
説
の
議
に
よ
っ
て
礦
騎

の
制
度
が
始
め
ら
れ
、
徴
兵
制
が
撤
慶
せ
ら
れ
て
募
兵
制
の
一
時

代
に
移
っ
た
。

　

人
民
は
兵
役
を
冤
除
せ
ら
れ
る
こ
。
と
に
な
っ
た
の
で
、
こ
れ

ま
で
の
郷
役
が
兵
役
の
代
善
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
そ
れ
自
身
が

も
は
や
魅
力
を
失
っ
て
来
た
。
尤
も
初
唐
時
代
、
兵
役
を
課
せ

ら
れ
た
の
は
軍
府
の
あ
る
州
に
限
ら
れ
て
ゐ
た
が
、
軍
府
の
な

い
州
で
も
亦
郷
役
に
就
く
者
は
課
役
（
租
庸
調
）
を
免
除
せ
ら
れ

て
’
ゐ
た
。
府
兵
制
度
を
像
想
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
ゐ

た
租
庸
調
制
は
、
府
兵
制
度
の
崩
壊
と
共
に
大
使
動
を
来
さ
？

る
を
得
な
く
な
っ
た
。
印
ち
募
兵
に
給
す
る
俸
給
に
對
し
て
、

今
ま
で
の
租
庸
調
以
外
に
臨
時
的
な
租
税
の
徴
収
を
行
は
な
け

れ
ば
な
ら
た
く
な
り
、
色
々
の
附
加
税
が
喰
し
七
来
た
が
更
に

中
央
で
認
め
た
附
加
税
以
外
の
附
加
秋
も
多
く
な
っ
た
。
そ
れ

は
府
兵
制
度
の
崩
壊
は
同
時
に
兵
術
の
地
方
分
散
を
も
た
ら
し

節
銀
が
疲
生
し
て
責
任
を
以
て
部
下
を
養
は
た
け
れ
ば
た
ら
な
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く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
附
加
税
が
段
々
多
く
な
る
と

租
庸
調
を
免
除
す
る
と
い
ふ
事
も
も
は
や
大
し
た
恩
典
で
な
く

な
っ
て
来
た
。
兵
制
が
楽
眼
す
る
と
共
に
税
制
が
楽
れ
て
、
遂

に
徳
宗
の
建
中
元
年
に
雨
税
法
を
行
ふ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
租
税
の
事
務
が
廣
汎
だ
も
の
に
な
り
、
同
時
に
煩
雑

な
も
の
に
な
る
と
、
こ
れ
に
た
づ
さ
は
る
里
正
等
の
職
務
が
そ

れ
に
件
っ
て
重
大
に
な
っ
て
来
た
。
１
　
　
典
が
減
少
し
て
任
務
が

檜
加
に
て
来
た
。
そ
れ
で
』
里
正
等
の
郷
役
が
人
民
か
ら
忌
１
　
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

④

ら
れ
て
来
た
。
兵
役
は
募
兵
制
に
よ
り
、
青
役
は
金
鎖
を
代
納

せ
し
め
、
そ
の
金
で
希
望
者
を
募
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
で
か

た
は
っ
い
た
が
、
郷
役
の
方
は
租
税
の
世
話
係
と
い
ふ
大
役
で

あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
代
理
人
を
立
て
た
の
で
は
間
に
合
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑦

い
。
そ
ご
で
差
役
と
い
ふ
も
の
が
あ
ら
は
れ
て
来
た
。
以
上
大

曖
差
役
が
出
現
す
る
に
至
る
ま
で
の
郷
役
の
爰
遷
を
述
べ
来
っ

た
の
で
、
次
に
愈
々
差
役
改
革
の
経
過
に
つ
い
て
述
べ
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
　
　
　

二

　

近
世
吐
會
に
於
け
る
分
業
の
狸
達
と
交
通
の
醍
展
と
は
互
に

因
と
な
り
果
と
な
り
、
物
資
の
流
通
を
旺
盛
に
し
、
商
業
が
す

さ
ま
じ
い
勢
を
以
て
進
展
す
る
と
共
に
、
運
河
に
沿
へ
る
交
通

の
要
衝
、
或
は
産
業
の
中
心
地
帯
に
は
富
と
人
口
と
が
集
中
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑧

て
、
都
市
が
雨
後
の
筒
の
様
に
勃
興
し
た
。
大
都
市
の
附
近
に

は
ま
た
市
、
鎬
等
の
小
都
市
が
狸
達
し
、
こ
れ
ら
が
膨
脹
す
る

と
瓢
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
。
か
ｘ
る
都
市
の
腿
達
と
い
ふ
現
象

が
叉
近
世
祀
會
の
一
特
色
を
な
し
て
ゐ
る
。
か
Ｘ
る
都
市
の
醍

展
を
更
に
役
法
上
か
ら

は
著
し
く
不
平
等
で
あ

考
察
し
て
見
る
に
、
都
市
と
郷
村
と
で

　
　

⑨

　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

つ
だ
。
坊
郭
の
戸
に
は
科
配
と
坊
正
と

い
ふ
一
種
の
役
が
課
せ
ら
れ
て
ゐ
た
が
、
併
し
こ
れ
ら
の
役
を

郷
戸
の
差
役
に
比
べ
る
と
は
る
か
に
軽
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

こ
で
郷
村
に
財
産
を
有
す
る
農
民
の
中
に
は
重
い
郷
役
を
菟
れ

ん
が
た
め
に
都
會
に
移
住
す
る
者
さ
へ
も
出
て
来
た
。
こ
れ
ら

の
農
民
が
都
會
へ
移
住
す
る
と
坊
郭
の
戸
と
同
じ
取
扱
ひ
を
受

け
た
。
か
Ｘ
る
も
の
が
宋
代
の
記
録
で
は
逞
佃
四
と
孵
せ
ら
れ

て
ゐ
る
。
こ
れ
は
は
る
か
に
田
地
を
所
有
し
て
ゐ
る
戸
と
い
ふ

意
味
で
あ
っ
て
、
現
今
の
所
謂
不
在
地
主
で
あ
る
。
政
府
で
は

地
方
の
地
主
が
都
會
へ
集
中
し
て
し
ま
ふ
と
、
差
役
が
行
は
れ

た
く
な
る
の
で
、
役
法
の
賓
施
上
、
度
々
之
を
禁
止
し
て
ゐ

⑩る
。
度
々
か
ｘ
る
禁
令
が
出
て
ゐ
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
一
片

の
禁
令
で
は
洽
々
た
る
赴
會
の
大
勢
は
如
何
と
も
す
る
事
が
出
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来
な
か
っ
た
ら
し
い
。

　

都
會
に
は
儲
け
ロ
が
多
い
上
に
役
法
の
上
か
ら
も
郷
村
よ
り

も
そ
の
負
誉
が
軽
か
っ
た
の
で
、
洞
々
。
と
し
て
人
口
が
都
合
に

集
中
す
る
と
共
に
、
財
産
も
貨
幣
も
皆
都
會
へ
集
中
し
、
都
の

開
封
府
が
空
前
の
繁
柴
を
し
た
事
は
東
京
夢
華
録
等
に
見
え
る

通
り
で
あ
る
。
か
ゝ
る
都
の
繁
柴
は
餓
程
早
く
か
ら
ら
し
く
、

已
に
員
宗
の
時
代
に
は
平
和
久
し
く
続
き
、
粂
井
の
民
に
は
吝

役
が
及
ば
す
、
坐
な
が
ら
に
し
て
厚
利
を
得
ら
れ
る
の
で
、
開

封
府
に
は
資
産
百
萬
な
る
も
の
至
っ
て
多
く
、
十
萬
以
上
の
者

は
比
々
と
し
て
皆
‰
と
い
ふ
有
様
で
あ
っ
た
と
言
は
れ
て
ゐ

る
。
そ
れ
で
戸
等
の
分
ち
方
の
上
か
ら
考
へ
て
も
、
初
め
郷
戸

は
九
等
、
坊
郭
の
戸
は
十
等
に
分
け
ら
れ
て
ゐ
た
が
、
そ
の
中
、

郷
戸
の
方
は
賓
際
上
で
は
殆
ん
ど
五
等
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の

に
對
し
て
、
都
會
に
於
て
は
十
等
ま
で
の
分
ち
方
が
最
後
ま
で

続
い
て
ゐ
匹
。
又
財
産
の
上
か
ら
見
て
も
坊
郭
戸
の
第
五
等
は

郷
戸
め
第
三
等
と
っ
り
あ
っ
て
ゐ
細
。
こ
れ
ら
は
皆
坊
郭
の
戸

は
金
持
が
多
く
、
財
産
が
あ
っ
て
も
等
級
が
低
か
っ
た
こ
と
を

示
し
て
ゐ
る
。

　

か
く
都
合
が
繁
盛
す
る
一
方
、
郷
村
は
次
第
に
疲
弊
し
て
郷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

戸
の
上
戸
が
没
落
し
て
行
っ
趣
。
そ
の
一
原
因
は
上
述
の
如
く

役
の
負
備
が
各
地
に
よ
っ
て
不
平
均
で
あ
っ
た
こ
と
、
殊
に
都

市
と
郷
村
と
で
は
著
し
く
差
異
が
あ
っ
た
事
に
起
囚
し
て
ゐ

る
。
郷
戸
が
没
落
す
る
と
政
府
で
は
差
役
が
行
は
れ
な
く
な
る

の
で
、
何
と
か
改
革
し
な
け
れ
ば
な
ち
ぬ
と
い
ふ
意
見
が
、
仁

宗
の
頃
か
ら
膨
肝
と
し
て
起
り
か
け
て
ゐ
た
。
後
年
王
安
石
の

新
法
殊
に
募
役
法
に
對
し
て
痛
烈
に
反
對
し
た
著
法
意
の
領
袖

司
馬
光
で
さ
へ
も
そ
の
先
鋒
で
あ
っ
泗
。
王
安
石
が
出
て
募
役

法
を
行
は
な
く
と
も
ヽ
第
二
第
三
の
王
安
石
が
出
現
に
％
て
ヽ
差

役
法
を
改
革
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
事
は
必
然
の
成
行
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

三

　

仁
宗
の
康
定
元
年
（
西
紀
一
〇
四
〇
）
西
夏
と
戦
端
を
開
く
や

戦
争
景
気
に
乗
じ
て
大
商
人
は
莫
大
な
る
利
益
を
得
た
。
そ
の

利
益
を
土
地
に
投
資
す
る
。
官
吏
も
亦
商
業
行
篤
を
法
令
で
は

禁
ぜ
ら
れ
て
ゐ
た
が
、
裏
面
に
隠
れ
て
商
業
を
菅
み
利
盆
を
あ

げ
た
。
上
地
は
利
釜
を
あ
げ
る
に
最
も
確
皆
で
あ
る
。
そ
こ
で

そ
の
利
益
を
以
て
子
孫
の
た
め
美
田
を
買
っ
て
お
く
。
か
や
う

に
し
て
自
作
農
が
次
第
に
聚
迫
を
蒙
っ
て
佃
戸
（
小
作
農
）
が
檜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

加
し
て
ゆ
く
。
又
農
民
の
中
に
は
謨
名
子
戸
と
な
わ
、
或
は
出

４Ｌ－
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家
し
て
幄
役
を
。
逃
れ
ん
と
す
る
者
も
出
て
来
印
。
か
く
て
差
役

に
常
る
べ
き
郷
戸
が
次
第
に
減
少
す
る
。
又
一
方
戦
季
が
起
る

と
租
税
の
取
立
て
及
び
そ
の
管
理
、
運
搬
に
開
し
て
、
そ
の
任

務
の
重
大
性
が
愈
々
加
は
っ
て
来
る
の
で
、
里
正
が
そ
の
役
の

過
重
に
堪
へ
か
ね
て
没
落
す
る
。
か
く
し
て
郷
村
に
は
郷
役
に

常
る
べ
き
郷
戸
が
加
速
度
的
に
減
少
し
て
ゆ
く
。
没
落
の
最
も

大
き
い
原
因
は
役
の
過
重
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
西
夏
と
の
戦

孚
は
宋
の
鮭
會
の
各
方
面
に
深
刻
な
る
影
響
を
典
へ
た
。
殊
に

役
法
の
上
で
は
こ
の
戦
季
を
中
心
に
し
て
諸
種
の
問
題
が
表
面

に
あ
ら
は
れ
て
来
て
政
治
家
の
ロ
に
上
る
様
に
な
っ
た
。
こ
の

頃
か
ら
役
の
過
重
が
郷
戸
を
没
落
さ
せ
る
の
で
、
猫
役
を
軽
減

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩
・

せ
ん
と
す
る
議
論
が
や
か
ま
し
く
な
っ
た
。

　

役
を
軽
減
す
る
た
め
に
は
州
経
の
併
庭
を
行
は
な
け
れ
ば
な

ら
・
ね
‘
と
い
ふ
こ
と
は
、
富
時
の
政
治
家
の
定
見
で
あ
っ
た
や
う

　
　

○

で
あ
る
。
中
で
も
後
年
の
蕉
法
窯
の
闘
将
の
一
人
で
あ
る
芭
仲

俺
は
慶
暦
三
年
九
月
（
西
紀
一
〇
四
三
）
上
奏
し
て
、
、
天
下
に
は

謳
邑
が
多
き
に
過
ぎ
、
而
も
役
が
過
重
で
人
民
が
苦
し
ん
で
ぬ

る
か
ら
、
先
づ
試
み
に
河
南
府
（
故
治
今
洛
陽
懸
）
の
頴
陽
パ
壽

安
・
仮
師
・
緞
氏
・
河
清
の
五
懸
を
庭
し
て
銀
と
な
し
、
郷
戸

の
役
の
軽
減
を
計
り
、
而
し
て
後
に
之
を
天
下
に
及
ぼ
さ
ん
と

上
礼
い
た
と
こ
ろ
、
仁
宗
は
之
を
許
可
し
、
翌
年
、
河
南
府
の

五
経
は
寂
止
せ
ら
れ
た
が
、
間
も
な
く
ど
う
い
ふ
理
由
か
分
ら

　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

ぬ
が
叉
蕉
に
復
し
た
。
か
く
て
折
角
の
改
革
も
中
絶
し
て
榊
宗

の
時
代
に
ま
で
も
ち
越
さ
れ
た
。
９
　
宗
は
五
代
分
裂
の
時
代
以

来
、
藩
銀
が
各
地
方
に
割
嫁
し
て
、
多
く
郡
鄙
を
置
き
、
虚
名

を
張
り
自
己
の
疆
域
を
固
め
よ
う
と
し
て
、
人
民
を
役
使
し
、

こ
れ
が
た
め
に
民
が
役
の
繁
擾
に
困
窮
し
て
ゐ
た
こ
と
を
知
っ

て
ゐ
た
の
で
早
く
か
ら
州
経
を
併
慶
せ
ん
と
す
る
考
へ
を
も
っ

　
　
　
　
　
　

容

ヽ
て
ゐ
た
ら
し
い
。
恐
ら
く
こ
れ
は
王
安
石
の
詑
に
共
鳴
し
て
ゐ

た
か
ら
で
あ
ら
う
。
即
位
す
る
と
間
も
な
く
、
煕
寧
元
年
五
月

（
西
紀
一
〇
六
八
）
に
は
慶
成
軍
（
今
山
西
条
河
新
治
）
を
慶
し
、

奈
河
軍
使
に
入
れ
河
中
（
今
山
西
永
臍
新
治
）
に
隷
せ
し
め
た
。

州
経
の
併
寂
と
い
ふ
こ
と
は
、
営
時
責
際
地
方
政
治
の
衝
に
営

る
員
摯
な
る
政
治
家
は
、
誰
し
も
断
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
富

面
の
重
大
問
題
で
あ
る
と
感
じ
て
ゐ
た
様
で
あ
匹
。
と
こ
ろ
が

愈
々
州
経
の
併
寂
を
断
行
せ
ん
と
す
る
と
、
商
人
と
か
公
人

（
恋
人
在
官
四
者
）
等
が
州
懸
の
併
合
を
願
は
す
、
色
々
と
運
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

し
て
そ
れ
を
阻
止
し
よ
う
と
試
み
た
。
一
腰
そ
れ
は
い
か
な
る

理
山
に
基
く
も
の
で
あ
ら
う
か
。
次
に
鄭
州
の
慶
置
問
題
を
考

へ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
間
の
事
情
を
究
明
す
る
で
あ
ら
う
。

42-



　
　
　
　
　
　
　
　
　

四

　
　
　
　

先
に
差
役
法
改
革
の
問
題
が
郷
村
救
済
の
焦
眉
の
急
務
で
あ

　
　
　

る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
一
叢
王
安
石
の
新
法
に
於
て
は
農
村
の

　
　
　

負
措
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
坊
郭
の
戸
特
に
坊
郭
の
上
戸
の
利

　
　
　

盆
を
抑
へ
た
鮎
が
多
か
っ
た
。
差
役
法
を
改
め
て
募
役
法
を
行

　
　
　

ひ
、
郷
村
の
負
婚
を
軽
減
す
る
た
め
に
坊
郭
戸
か
ら
も
助
役
銭

　
　
　

を
納
め
さ
せ
た
が
、
州
新
併
歴
の
断
行
も
結
局
坊
郭
の
戸
を
抑

　
　
　

へ
て
郷
村
を
擁
護
す
る
政
策
に
。
外
な
ら
ぬ
。
坊
郭
の
役
人
は
殆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

　
　
　

ん
ど
す
。
べ
て
郷
村
の
負
措
と
な
っ
て
ゐ
た
の
で
、
州
を
慶
し
て

　
　
　

謳
と
な
し
、
謳
を
慶
し
て
鎬
と
す
る
と
、
役
所
が
小
さ
く
な

　
　
　

る
。
さ
う
す
る
と
官
吏
の
数
が
少
く
て
す
む
王
に
役
も
少
く
て

　
　
　

す
む
・
そ
こ
で
王
安
石
は
募
役
法
の
断
行
と
共
に
逡
に
州
瓢
の

　
　
　

併
慶
を
も
全
國
的
に
思
０
　
き
っ
て
決
行
す
る
事
に
し
、
漸
次
不

　
　
　

必
要
の
州
懸
を
併
慶
し
て
行
っ

泗

。
こ
ｘ
に
問
題
に
し
よ
う
と
’

　
　
　

す
る
鄭
州
の
庭
止
も
か
I
＜
　
＾
９

;
~
§
運
の
内
に
断
行
せ
ら
れ
ゐ
に
至

　
　
　

っ
た
り
で
あ
る
。

　
　
　
　

ど
れ
よ
り
先
、
判
司
農
寺
（
農
林
大
臣
）
の
曾
布
が
奉
使
の
途

　
　
　

鄭
州
を
過
ぎ
っ
だ
時
、
州
民
が
州
を
庭
し
て
開
封
府
に
合
併
し

む

　

畿
邑
に
し
て
吝
役
の
支
費
を
軽
減
し
、
民
力
を
充
賓
さ
せ
て
も

ら
６
た
い
と
希
望
を
し
て
み
る
こ
と
を
附
き
、
之
を
１
　
奏
し
た

の
や
朝
廷
で
も
京
西
林
運
使
の
臭
幾
復
に
命
じ
て
、
賓
舷
を

調
査
さ
せ
た
が
曾
布
の
上
奏
の
通
り
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
煕
寧

五
年
八
月
（
西
紀
一
〇
七
二
）
鄭
州
を
慶
し
、
管
城
・
新
鄭
の
二

懸
は
開
封
府
忙
移
管
し
、
原
武
部
を
省
い
て
銀
と
か
し
て
陽
武

瓢
に
入
れ
、
奈
陽
・
荼
潭
の
二
部
も
銀
と
な
し
て
管
城
部
の
管

轄
に
移
し
四
。
王
安
石
の
計
算
に
よ
る
と
、
こ
れ
に
よ
っ
て
州

官
十
散
人
、
州
役
四
百
緑
人
を
省
き
、
一
歳
に
銭
散
十
萬
貫
を

省
い
た
。
而
も
諸
部
は
こ
の
計
算
に
は
い
っ
て
ゐ
な
い
。
鄭
州

慶
止
以
前
鄭
州
の
役
銭
額
は
天
下
に
比
し
て
最
も
重
か
っ
た
が

慶
止
後
は
開
封
府
な
み
に
な
り
、
天
下
に
比
し
て
最
も
軽
く
な

り
、
人
民
は
負
婚
が
軽
く
な
り
大
い
に
喜
ん
で
ゐ
る
筈
で
あ
る

が
、
「
鄭
人
腹
州
を
以
て
便
と
な
さ
す
」
と
い
ふ
噂
が
祠
宗
の
耳

　
　
　
　

図

に
は
い
っ
た
。
執
政
（
參
知
政
事
・
印
副
宰
相
）
の
哭
充
は
、
こ

の
理
由
を
「
團
練
た
る
の
時
は
甚
だ
煕
々
た
り
。
節
鎬
た
る
に

よ
り
て
故
に
努
敞
す
」
と
詑
明
し
て
居
り
、
蔡
挺
は
「
人
保
甲

の
上
番
を
畏
る
。
故
に
畿
部
に
属
す
る
を
畏
る
Ｘ
の
み
」
と
解

じ
て
ゐ
る
が
、
王
安
石
は
逐
次
こ
れ
ら
の
説
に
反
駁
を
加
へ
、

臭
充
に
對
し
て
は
「
節
錨
と
な
り
、
添
ふ
る
’
所
の
職
官
一
員
、

公
人
十
蛉
人
の
み
。
此
言
、
是
に
非
ず
」
と
駁
し
て
居
り
、
蔡
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り

挺
の
言
に
對
し
て
も
「
保
甲
は
上
番
以
来
、
鄭
入
投
状
し
て
府

界
に
愚
せ
ん
と
欲
す
る
者
絶
え
す
」
と
言
っ
て
居
り
、
そ
の
主

な
る
原
因
に
つ
い
て
は
、
「
惟
ふ
に
是
れ
、
士
大
夫
産
を
鄭
州
に

置
け
石
者
、
或
は
欲
せ
ざ
る
の
み
。
」
と
う
が
っ
た
解
明
を
加
へ

て
ゐ
る
。
王
安
石
の
い
ふ
鄭
州
に
産
を
置
く
者
と
は
王
安
石
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

号

薦
阜
し
て
呉
れ
た
先
輩
曾
公
亮
を
指
し
て
ゐ
た
。
上
述
の
如
き

風
評
も
王
安
石
の
説
明
に
よ
り
、
そ
の
原
囚
が
明
ら
か
と
な
り

紳
宗
も
納
得
し
て
遂
に
煕
寧
五
年
八
月
鄭
州
を
庭
止
す
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。
紳
宗
の
在
世
中
は
王
安
石
の
施
政
方
針
に
従

っ
て
萬
破
の
改
革
が
断
行
せ
ら
れ
絞
行
や
ら
れ
た
が
、
祁
宗
が

元
豊
八
年
三
月
（
西
紀
一
〇
八
五
）
に
歿
し
、
幼
少
た
る
哲
宗
が

即
位
し
、
阻
母
お
高
氏
寛
仁
太
后
が
訓
政
を
行
ふ
こ
と
に
た
る

と
、
今
ま
で
新
法
窯
に
抑
へ
っ
け
ら
れ
て
ゐ
た
司
馬
光
を
始
め

主
と
し
て
菌
法
宮
の
政
治
家
を
任
用
し
た
の
で
、
二
十
年
来
神

宗
と
王
安
石
と
が
辛
苦
に
辛
苦
を
重
ね
て
立
案
し
た
新
法
を
根

こ
そ
ぎ
に
腹
止
し
て
、
仁
宗
時
代
の
哲
法
に
返
し
た
。
か
く
て

王
安
石
に
よ
っ
て
慶
止
せ
ら
れ
た
州
新
も
、
す
べ
て
蕉
の
如
く

復
興
せ
ら
れ
、
鄭
州
も
亦
祁
宗
崩
御
の
年
、
元
豊
八
年
十
一
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

に
は
早
く
も
復
興
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
愈
々
復
興
し
て
見
る

と
色
々
不
便
が
あ
り
、
地
方
官
の
中
忙
も
其
の
不
便
を
奏
上
す

　
　
　
　

⑩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

る
者
が
あ
り
、
朝
廷
で
も
そ
の
不
便
を
萱
際
気
附
い
て
、
少
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

手
加
減
を
加
へ
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
が
、
併
し
復
興
の
政
策
は

一
貰
し
て
縦
け
ら
れ
、
こ
れ
以
後
概
ね
庭
止
せ
ら
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　

五

　

さ
き
に
鄭
州
が
庭
止
せ
ら
れ
ん
と
す
る
と
朝
廷
内
部
で
も
災

充
、
蔡
挺
等
の
大
臣
或
は
曾
公
亮
等
は
庭
止
反
對
の
意
見
を
も

っ
て
ゐ
た
が
、
殊
に
奮
法
官
の
政
治
家
逢
は
州
螺
併
庭
の
問
題

に
對
し
て
は
極
力
阻
止
し
よ
う
と
し
た
様
で
あ
る
・
一
醍
そ
れ

　
　

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

4
4

は
如
何
た
る
理
山
に
基
く
も
の
で
あ
ら
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　

抑
々
州
新
等
都
市
の
坊
郭
の
戸
は
皆
役
を
免
除
せ
ら
れ
て
居

り
、
都
市
の
役
に
営
る
者
は
皆
郷
村
の
郷
戸
で
あ
っ
た
。
州
腿

が
復
興
せ
ら
れ
る
と
大
い
に
弊
寓
を
蒙
る
の
は
こ
の
郷
戸
で
あ

図る
。
然
る
に
商
人
達
は
州
懸
が
復
興
せ
ら
れ
る
と
、
第
一
、
物

　
　
　

(
ｉ
)

資
の
需
要
が
多
く
な
る
の
で
、
儲
け
ロ
が
多
く
た
る
。
叉
こ
の

商
人
達
は
多
く
は
政
商
で
あ
る
。
大
き
な
官
廳
が
出
来
る
と
御

用
を
承
は
る
こ
と
も
多
い
の
で
自
然
利
釜
が
あ
が
る
。
更
に
叉

こ
の
頃
の
所
謂
士
大
夫
印
ち
官
吏
の
性
質
を
考
へ
て
見
る
に
、

表
面
は
ま
律
万
掬
妾
を
１
　
む
こ
と
を
参
止
そ
ら
れ
７
ゐ
る
が
、



る

賓
際
は
親
戚
の
名
前
を
借
り
て
、
或
は
御
用
商
人
を
利
用
し
て

裏
面
工
作
を
施
し
て
は
商
責
に
も
手
。
を
伸
ば
し
て
ゐ
細
。
商
人

と
縁
故
が
出
来
る
と
、
つ
い
商
人
を
保
護
し
て
そ
の
請
託
を
容

れ
、
商
人
の
鴬
め
に
政
治
運
動
に
ま
で
乗
り
出
す
こ
と
が
あ

る
。
先
に
の
べ
た
曾
公
亮
の
鄭
州
慶
止
反
對
の
意
見
も
こ
之

原
因
し
て
ゐ
る
様
で
あ
る
‘
。
鄭
州
を
慶
止
す
る
と
商
人
は
大
打

撃
を
被
っ
た
。
４
　
宗
の
在
世
中
は
色
々
の
裏
面
工
作
も
無
駄
で

あ
っ
た
が
、
祁
宗
が
歿
す
る
と
直
ち
に
監
察
御
史
劉
抵
、
管
城

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

新
令
周
那
等
は
上
奏
し
て
鄭
州
を
復
活
し
か
・
侍
御
史
劉
摯
、

監
察
御
史
王
巌
叟
等
も
鄭
州
の
復
活
に
對
し
て
は
力
が
あ
っ
た

様
で
あ
る
。
彼
等
の
州
邸
馳
復
活
す
べ
き
理
由
を
綜
合
し
て
見

る
と
大
服
次
の
様
で
あ
る
。

　

今
天
下
は
泰
平
の
恩
に
０
　
た
る
こ
と
久
し
く
、
戴
白
の
老
人

は
兵
革
を
知
ら
ざ
る
こ
と
が
久
し
い
。
民
条
え
物
多
く
、
平
和

が
績
い
て
ゐ
る
か
ら
、
盆
々
郡
謳
を
堵
置
し
て
之
を
分
治
す
る

の
は
そ
の
處
を
得
た
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
然
る
に
聚
斂
の
臣

は
只
役
人
を
軽
減
し
、
役
銭
を
収
め
て
附
會
せ
ん
と
し
て
、
率

爾
の
聞
に
、
事
態
の
如
何
、
人
情
の
楽
否
を
顧
慮
す
る
こ
と
か

く
、
逡
肥
州
顛
の
併
慶
を
断
行
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
州
瓢

併
暦
の
後
に
は
各
州
懸
の
距
離
が
遠
く
な
り
、
而
ぢ
そ
の
間
に

は
重
盛
た
る
山
嶺
が
連
り
、
江
河
が
阻
絶
し
て
な
る
の
で
、
違

い
者
は
十
数
旧
、
近
い
者
で
も
五
六
七
宿
を
要
し
て
も
侮
一
往

　

。

来
す
る
こ
と
が
む
づ
か
し
い
。
訴
訟
が
起
っ
た
時
、
百
姓
は
訴

へ
出
る
こ
と
が
容
易
に
出
来
た
い
、
租
税
を
納
め
る
の
も
困
難

で
あ
る
。
叉
地
方
の
豪
強
の
専
横
を
官
司
が
弾
治
す
る
こ
と
も

盗
賊
を
捕
へ
る
こ
と
も
む
づ
か
し
い
。
叉
人
民
が
死
亡
屈
を
す

る
こ
と
も
、
官
司
が
人
民
を
招
集
す
る
と
と
も
む
づ
か
し
い
袱

態
に
あ
る
。
そ
こ
で
人
民
達
は
首
を
長
く
し
て
只
管
州
瓢
が
奮

の
如
く
復
興
す
る
こ
と
を
希
望
し
、
力
役
を
出
し
て
ま
で
も
公

上
に
奉
ぜ
ん
こ
と
を
願
っ
て
ゐ
る
。
州
偏
を
併
腹
し
七
役
銭
を

省
き
封
椿
す
る
こ
と
が
出
来
て
も
、
州
新
を
併
庭
し
た
が
た
め

に
、
断
失
す
る
と
こ
ろ
の
酒
課
は
更
に
大
き
い
。
酒
税
の
利
は

甚
大
で
、
之
を
以
て
充
分
に
備
用
す
る
に
足
り
、
而
も
政
府
に

於
て
は
少
し
も
侵
耗
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
か
う
い
ふ
わ
け
で
。

あ
る
か
ら
併
慶
１
　
九
州
謳
は
皆
菖
に
復
し
て
民
に
便
し
て
欲
し

　

○

。
い
と
。

　

併
し
賓
際
に
は
こ
れ
ら
の
官
吏
達
は
商
人
達
の
手
先
に
使
は

れ
て
躍
ら
さ
れ
た
織
で
あ
る
。
鄭
州
の
坊
郭
の
大
商
人
は
利
害

開
係
を
共
に
せ
る
商
人
達
を
語
ら
っ
て
共
同
戦
線
を
張
る
と
共

に
、
一
方
で
は
鄭
州
の
農
村
の
貧
乏
人
を
仲
間
に
誘
ひ
入
れ
て
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宛
も
鄭
州
の
人
民
全
頭
が
復
興
を
熱
望
し
て
ゐ
る
か
の
如
く
よ

　
　
　

そ
ほ
ひ
、
鄭
州
復
興
歎
願
書
を
弊
運
司
に
呈
出
し
た
。
韓
蓬
司

　
　
　

で
却
下
さ
れ
る
と
提
刑
司
に
歎
願
し
た
。
提
刑
司
で
は
ね
つ
け

　
　
　

ら
れ
る
と
叉
押
し
の
一
手
で
棒
運
司
に
願
ひ
出
た
。
叉
こ
ｘ
で

　
　
　

却
下
さ
れ
る
と
、
今
度
は
愈
々
後
宮
に
運
動
し
て
鄭
州
の
復
興

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

　
　
　

を
陳
舷
し
、
逐
に
素
志
を
貫
徹
し
た
と
い
ふ
の
が
事
皆
の
員
相

　
　
　

の
様
で
あ
る
。

　
　
　
　

か
く
の
如
く
、
商
人
の
勢
力
と
い
ふ
も
の
が
政
治
に
強
く
反

　
　
　

映
す
る
。
否
む
し
ろ
、
政
治
が
商
人
の
手
に
よ
っ
て
左
右
せ
ら

　
　
　

れ
る
と
い
ふ
事
が
近
世
の
大
き
な
特
色
を
な
し
て
ゐ
る
。
一
面

　
　
　

か
ら
言
へ
ば
こ
の
こ
と
は
、
商
人
は
朝
廷
に
於
て
有
力
な
る
代

　
　
　

鮮
人
を
も
っ
て
ゐ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
自
己
の
利

　
　
　

盆
を
擁
護
す
る
。
と
こ
ろ
が
営
時
の
郷
戸
に
は
そ
れ
が
た
い
。

　
　
　

折
角
郷
戸
の
中
か
ら
官
吏
を
出
し
て
も
こ
の
官
吏
は
被
治
者
と

　
　
　

し
て
の
官
戸
、
卯
ち
自
分
の
４
％
か
れ
た
境
遇
の
利
害
に
従
っ
て

　
　
　

行
動
す
る
の
で
、
結
局
そ
れ
は
商
業
を
擁
護
す
る
と
い
ふ
立
場

　
　
　

に
な
っ
て
来
る
わ
け
で

ｄ
)
。
か
く
て
諸
種
の
利
益
は
皆
大
商

　
　
　

人
に
よ
っ
て
塑
断
せ
ら
れ
農
村
に
は
下
戸
の
み
が
取
り
残
さ
れ

　
　
　

て
貧
富
の
懸
隔
が
段
々
大
き
く
な
る
。
中
流
階
級
が
没
落
し
て

　
　
　

無
此
の
戸
と
下
戸
と
の
み
が
存
在
す
る
様
な
不
堅
賓
な
所
謂
近

世
的
祀
會
相
が
生
れ
て
来
・
た
。

　

か
や
う
心
こ
の
鄭
州
の
磨
置
問
題
を
一
例
と
し
て
考
へ
て
も

分
る
様
に
、
近
世
に
な
る
と
都
市
と
農
村
と
は
利
害
が
一
致
し

な
い
。
む
し
ろ
相
反
す
る
場
合
が
多
か
っ
た
。
か
ｘ
る
都
市
と

農
村
と
の
相
刺
と
い
ふ
現
象
、
そ
れ
は
主
と
し
て
商
業
の
斐
展

と
い
ふ
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
も
た
ら
さ
れ
た
事
象
で
あ
る
。

こ
れ
が
近
世
避
會
の
一
大
特
色
で
あ
九
具
摯
な
る
政
治
家
は

こ
れ
を
如
何
に
雙
理
す
る
か
と
い
ふ
鮎
に
政
治
の
重
鮎
を
お
い

て
ゐ
た
様
で
あ
る
。

　

〔
補
註
〕

　

①
郷
亭
の
職
に
開
し
て
は
日
知
録
巻
八
「
郷
亭
之
職
」
、
兪
正
旋
の
発

　
　

己
類
稿
巻
十
一

　

「
少
吏
論
」
參
照
。

　

②
三
老
に
開
し
て
は
所
々
に
そ
の
記
載
が
見
え
る
が
、
一
例
を
あ
げ

　
　

る
と
、
漢
書
巻
四
、
文
帝
紀
十
二
年
三
月
の
詔
の
中
に
、

　
　
　

三
老
衆
民
之
師
也
。
（
中
略
）
其
逍
謁
者
笏
賜
三
老
孝
者
帛
人
五

　
　
　

匹
。
（
中
略
）
及
問
民
所
不
便
安
。
而
以
戸
口
串
置
三
老
孝
悌
力

　
　
　

田
常
貝
。
令
各
率
其
意
以
道
民
焉
。

　
　

と
あ
る
。

　

③
濡
書
巻
八
三
、
朱
博
傅
に
は
朱
博
が
亭
長
か
ら
進
ん
で
大
司
空
に

　
　

な
っ
た
こ
と
を
記
し
て
居
り
、
漢
書
巻
八
九
、
循
史
傅
朱
邑
の
傅

　
　

に
は
彼
が
舒
桐
郷
の
嗇
夫
か
ら
大
司
農
に
ま
で
出
世
し
七
こ
と
を

　
　

記
載
し
て
ゐ
ゐ
。
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④
漢
書
巻
一
匙
、
高
帝
紀
二
年
二
月
発
未
の
條
。

　
　
　

畢
民
年
五
十
以
上
。
有
修
行
能
帥
衆
総
善
。
置
以
淫
三
老
。
郷

　
　
　

一
人
。
‘
挿
郷
三
老
一
人
。
埓
噺
三
老
。
具
噺
令
丞
尉
。
以
事
相

　
　
　

敦
。
復
勿
蘇
戌
。
以
十
月
賜
酒
肉
。

　
　

魏
書
巻
一
一
〇
、
食
貨
志
。
（
通
典
倦
三
郷
憲
略
同
）

　
　
　

〔
太
和
十
年
〕
給
事
中
李
沖
上
言
。
宜
準
古
五
家
。
立
一
隣
長
。
。

　
　
　

五
隣
立
一
里
長
。
五
里
立
一
黛
長
。
長
取
郷
人
彊
謹
者
。
隣
長

　
　
　

復
一
夫
。
里
長
二
。
憲
長
三
。
所
復
復
征
戌
。
徐
若
民
。

　
　

（
魏
書
巻
七
下
、
高
祀
紀
下
に
よ
る
に

　
　
　

〔
太
和
十
年
〕
二
月
甲
戌
。
初
立
黛
里
隣
三
長
。
定
民
戸
籍
。

　

と
あ
る
如
く
、
三
長
制
の
立
て
ら
れ
た
の
は
太
和
十
年
二
月
甲
戌

　

で
あ
る
。
）

　

迦
典
秀
二
郷
黛

　
　
　

火
唐
令
。
諸
戸
以
百
戸
認
里
。
五
里
儒
郷
。
四
家
篤
鄭
。
三
家

　
　
　

諮
保
。
毎
里
置
正
一
人
。
（
若
山
谷
阻
瞼
地
遠
人
稀
之
處
聴
隨
便

　
　
　

最
置
）
。
掌
按
比
戸
口
。
課
植
農
桑
。
検
察
非
違
。
催
躯
賦
役
。

　
　
　

在
邑
居
者
篤
坊
。
置
正
一
人
。
掌
坊
門
管
鎗
。
督
察
姦
非
。
並

　
　
　

見
其
課
役
。
（
下
略
）

⑤
文
献
通
考
巻
一
二
、
職
役
考

　
　

審
宗
景
雲
二
年
。
監
察
御
史
韓
碗
陳
時
政
上
疏
日
。
往
年
雨
京

　
　

及
天
下
州
噺
學
生
佐
史
里
正
坊
正
。
・
毎
一
貝
閥
。
先
擬
者
腿
十

　
　

人
。
頃
年
差
人
以
充
。
猶
致
亡
逸
。
卯
知
政
令
風
化
漸
以
敞

　
　

也
。

④
膏
役
と
は
役
所
に
つ
と
め
て
官
吏
の
謳
使
に
供
す
る
も
の
、
こ
れ

　

に
色
、
々
あ
る
が
、
役
所
に
つ
と
め
る
も
の
と
、
官
吏
自
身
い
に
附
喝

　
　

す
る
も
の
と
が
あ
る
。
こ
の
斧
役
は
多
Ｌ
？
上
宜
に
こ
き
つ
か
は
れ

　
　

て
地
位
の
賎
し
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
役
に
賞
る
の
を
好
ま

　
　

な
い
ｏ
金
を
出
せ
ば
之
を
免
除
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
*
r
~
。
こ
れ
に

　
　

つ
い
て
は
演
口
重
國
氏
の
「
唐
に
於
け
る
雨
税
法
以
前
の
書
役
勢

　
　

働
」
（
東
洋
學
報
巻
二
〇
、
｀
四
・
二
Ｉ
、
二
な
る
論
文
が
あ
る
。

⑦
文
献
聶
考
巻
こ
Ｉ
、
職
役
考

　
　

宜
宗
大
中
九
年
。
詔
。
以
州
噺
差
役
不
等
。
自
今
毎
瓢
様
人
貧

　
　

富
及
役
軽
重
。
作
差
科
簿
。
逡
刺
史
楡
署
詑
。
錬
於
令
廳
。
毎

　
　

有
役
事
。
委
令
様
簿
輪
差
。

⑧
宮
崎
助
教
授
「
宋
元
の
経
済
的
状
態
」
（
世
界
文
化
史
大
系
九
）
參

　

照
。

⑨
宋
史
巻
一
七
七
、
食
貨
志
役
法
の
條
に
、

　
　

殿
中
侍
御
史
呂
陶
言
。
天
下
版
籍
不
斉
。
或
以
視
銭
貫
百
。
或

　
　

以
田
地
頃
畝
。
或
以
家
之
積
財
。
或
以
田
之
受
種
。
首
皆
別
認

　
　

五
等
。
然
有
税
賦
銭
一
貫
。
占
田
一
頃
。
積
財
千
絹
。
受
種
十

　
　

石
。
直
入
之
一
等
。
一
等
之
上
無
等
可
加
。
途
至
税
絹
田
頃
積

　
　

財
受
種
十
倍
於
此
。
亦
不
過
同
在
一
等
。
憑
此
差
役
必
不
均

　
　

平
。
（
下
略
）

　

と
あ
る
如
く
、
、
家
の
等
級
を
き
め
る
標
準
が
一
定
し
て
居
ら
す
、

　

無
比
の
戸
と
い
ふ
大
金
持
も
結
局
普
通
の
一
等
戸
と
し
て
の
負
揆

　

を
負
へ
ば
そ
れ
で
差
役
は
免
れ
仁
。
と
こ
ろ
が
普
通
大
金
持
は
皆

　

都
會
に
集
中
し
て
ゐ
た
の
で
、
役
法
上
の
負
複
は
結
局
、
農
村
が

　

背
負
は
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
む
。
宋
史
倦
一
七
七
、
食
貨
志
に
蘇

　

轍
の
上
言
を
の
せ
て
ゐ
る
。
そ
の
一
節
に

　
　

差
役
復
行
。
謝
議
者
有
五
。
其
一
日
。
曹
差
郷
戸
鴉
衝
前
。
破
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敗
人
家
。
笹
如
兵
火
。
自
新
法
行
・
天
下
不
復
知
有
衝
然
之

　
　
　

患
。

　

と
見
え
て
ゐ
る
が
、
郷
戸
の
没
落
と
い
ふ
現
象
は
必
然
の
勢
で
あ

　

っ
仁
。
そ
れ
は
結
励
同
書
に

　
　
　

初
許
雨
浙
坊
郭
戸
家
産
不
及
二
百
千
。
郷
村
不
及
五
十
千
。
母

　
　
　

楡
役
銭
。
而
郷
戸
不
及
五
十
千
。
亦
不
免
怖
。
元
豊
二
年
。
提

　
　
　

畢
司
言
。
坊
郭
戸
免
楡
法
太
優
。

　
　

と
あ
る
如
く
、
都
市
と
農
村
と
で
役
法
上
の
負
担
が
大
い
に
異
っ

　
　

て
ゐ
る
と
い
ふ
事
が
最
も
大
き
な
原
囚
で
あ
っ
た
。

⑩
科
配
は
又
科
率
（
紋
資
治
通
戴
長
編
巻
四
〇
・
六
三
・
七
〇
）
、
科
買

　
　

（
長
編
巷
八
七
こ
○
六
・
一
一
四
）
、
須
索
（
長
編
巻
七
万
九

　
　

Ξ
・
三
〇
〇
ヽ
、
祗
庶
（
長
編
七
七
・
二
一
六
・
四
八
七
）
と
も
記
さ

　
　

れ
て
ゐ
る
が
、
大
豊
同
じ
も
の
を
さ
し
て
ゐ
る
。
坊
郭
の
戸
の
役

　
　

で
あ
る
。
政
府
が
坊
郭
戸
に
割
り
富
て
う

　
　

"
"
Ａ
で
納
め
さ
せ
る
。
そ
の
役
が
科
配
と
い
ぱ
れ
七
。
普
通
都
會
に

　
　

於
て
は
商
工
業
者
は
同
業
組
合
を
作
り
、
そ
の
組
合
が
行
或
は
作

　
　

と
よ
ば
れ
、
そ
の
事
業
を
伺
占
し
て
ゐ
た
。
政
府
は
そ
の
稿
占
襟

　
　

を
認
め
て
保
護
す
る
代
り
に
、
こ
れ
に
對
し
て
物
品
の
調
建
を
命

　
　

じ
た
。
ご
の
義
務
が
行
役
と
将
せ
ら
れ
た
。

⑨
綾
灸
治
廷
鑑
長
編
巻
三
四
五
、
元
豊
四
年
五
月
辛
酉
。
提
皐
京
東

　

保
馬
雀
翔
の
上
言
の
一
節
に

　
　

民
布
物
力
在
郷
村
。
而
居
城
郭
。
訓
之
逍
佃
戸
。

　

と
あ
る
。

⑩
絞
灸
治
通
鑑
長
編
巻
一
一
六

　
　

〔
希
川
二
年
正
月
戊
申
〕
詔
京
東
西
・
映
西
・
河
北
・
河
東
・
淮

　
　

南
六
路
絢
迩
使
。
検
察
州
邸
。
豚
得
服
戸
震
産
徒
京
師
。
以
避

　
　

捗
役
。
其
分
泄
族
人
徒
他
處
者
。
仙
留
辺
籍
等
第
。
卯
貧
下
戸

　
　

聴
之
。

　

同
書
巻
一
二
〇

　
　

〔
景
補
四
年
十
一
月
〕
辛
丑
。
詔
河
北
緯
運
司
。
如
聞
。
城
邑
上

　
　

戸
。
近
歳
多
徒
居
河
南
或
京
師
。
以
避
栃
役
。
恐
逡
郡
宸
虚
。

　
　

究
令
本
路
禁
止
之
。

⑩
紋
灸
治
迦
鑑
長
編
谷
八
五
、
・
大
中
部
符
八
年
十
一
月
己
巳
の
條

⑩
宮
崎
助
放
授
昭
和
十
年
慶
特
講
「
宋
代
の
役
法
」

⑩
王
安
石
が
免
役
法
を
行
っ
た
時
、
郷
戸
か
ら
は
免
役
銭
、
坊
郭
戸

　

か
ら
は
助
役
銭
を
徴
収
し
た
が
、
宋
史
巻
一
七
七
、
食
貨
志
役
法

　

の
條
に

　
　

〔
畿
内
〕
郷
戸
自
四
等
。
坊
郭
自
六
等
以
ド
勿
輸
。

　

と
あ
る
。
畿
内
の
地
方
で
は
郷
戸
の
第
三
等
と
、
坊
郭
戸
の
第
五

　

等
と
が
っ
り
あ
っ
て
居
た
事
が
判
明
す
る
。

⑩
宋
史
巻
一
七
七
、
会
貨
志
に

　
　

役
之
重
者
。
自
里
正
郷
戸
認
倚
前
。
主
典
府
庫
。
或
幣
逞
官

　
　

物
。
往
往
破
産
。

　

と
あ
る
が
郷
戸
の
没
落
せ
る
事
賞
は
こ
の
頃
の
政
治
家
の
‐
か
ら

　

無
数
に
あ
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。

⑥
宮
崎
助
放
授
「
宋
代
の
役
法
」

⑩
脆
名
子
戸
に
つ
い
て
は
曾
我
部
静
雄
學
士
「
宋
代
の
官
戸
と
限
田

　

問
題
」
（
文
化
四
、
八
）
日
野
開
三
郎
學
士
「
宋
代
の
誕
戸
を
論
じ

　

て
戸
口
問
題
に
及
ぶ
」
（
史
學
雑
誌
四
七
、
こ
參
照
。

⑩
末
史
巻
一
七
七
、
食
貨
志
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民
避
役
者
。
’
或
宣
名
浮
圖
籍
。
胱
儒
出
家
。
趙
州
至
千
傭
人
。

　
　
　

詔
。
出
家
者
須
落
髪
錫
曾
。
乃
聴
冤
役
。

⑩
宋
史
巻
一
七
七
ヽ
食
貨
か
に

　
　
　

慶
暦
中
・
令
京
東
西
河
北
眺
西
河
東
・
裁
損
役
人
・
印
絵
気
不

　
　
　

足
。
益
以
廂
兵
。
既
雨
詔
諸
路
韓
運
司
。
條
析
州
願
差
彼
賦
斂

　
　
　

之
敷
。
委
二
府
大
臣
裁
減
。

　
　

と
あ
る
如
く
、
慶
暦
の
頃
か
ら
差
役
軽
減
の
騨
が
や
か
ま
し
く
な

　
　

り
、
又
賞
際
に
軽
減
も
し
仁
。
差
役
錨
減
の
問
題
は
こ
の
頃
の
政

　
　

治
家
の
最
も
大
な
る
関
心
事
で
め
っ
た
の
で
、
そ
の
議
論
は
宋
史

　
　

食
貨
志
、
役
法
の
條
に
各
處
に
散
見
し
て
ゐ
る
。

＠
苑
仲
沌
、
欧
陽
脩
等
の
常
時
の
政
治
家
は
、
皆
役
を
軽
減
す
る
た

　

め
に
州
願
を
併
疲
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
へ
た
。
欧
陽
脩
の
意

　

見
は
欧
陽
文
忠
公
集
十
冊
、
河
東
奉
使
奏
章
中
の
「
相
食
併
願
牒
」

　

「
同
前
奏
状
」
に
見
え
で
ゐ
る
。

⑩
縦
喪
治
通
鑑
長
編
巻
一
四
三

　
　

〔
慶
暦
三
年
九
月
丁
卯
〕
上
既
擢
苑
伸
俺
韓
埼
富
弼
等
。
毎
進

　
　

見
。
必
以
太
平
責
之
。
数
令
條
奏
常
世
務
。
（
中
略
）
既
叉
開
天

　
　

章
閣
。
召
對
賜
坐
。
絵
筆
札
。
使
疏
於
前
。
仲
沌
・
弼
皆
皇
恐

　
　

避
席
。
退
雨
列
奏
目
。
（
中
略
）
八
日
。
減
鴇
役
。
臣
槻
西
京
閔

　
　

経
。
唐
會
昌
中
。
河
南
府
膳
戸
一
十
九
萬
四
千
七
百
飾
戸
。
置
‐

　
　

二
十
願
。
今
河
南
府
主
客
戸
七
萬
五
千
九
百
偕
戸
。
仙
置
一
十

　
　

九
麻
、
（
主
戸
五
萬
七
百
。
客
戸
二
萬
五
千
二
百
）
。
乖
願
七
百

　
　

戸
。
値
師
一
千
一
百
戸
。
逐
願
三
等
而
堪
役
者
。
不
過
三
百

　
　

家
。
而
所
要
役
人
不
下
二
百
敷
。
新
著
循
還
。
非
毀
寡
孤
褐
。

　
　

不
能
無
役
。
西
洛
之
民
。
最
鴛
窮
困
。
臣
請
依
後
漢
建
武
六
年

　
　
　

故
事
。
遼
使
先
往
西
京
。
併
省
諸
邑
。
総
十
腿
。
其
所
座
之

　
　
　

邑
・
’
並
改
鴛
饌
。
令
本
路
単
文
簑
一
員
。
董
櫨
酷
間
征
之
利
。

　
　
　

翁
人
煙
公
事
。
所
直
公
人
。
除
帰
農
外
。
有
願
居
公
門
者
。
逡

　
　
　

所
存
之
邑
。
其
所
在
邑
中
役
人
。
御
可
減
省
蹄
農
。
則
雨
不
失

　
　
　

所
。
候
西
京
井
省
稽
破
倫
序
。
則
行
於
大
名
府
。
然
後
。
盆
使

　
　
　

諸
道
。
依
此
施
行
。
仙
先
指
揮
諸
道
防
團
已
下
。
有
使
州
両
院

　
　
　

者
。
皆
総
一
院
。
公
人
願
去
者
。
各
放
蹄
農
。
職
官
廳
可
粉
本

　
　
　

城
兵
士
七
人
至
十
人
。
替
人
力
蹄
農
。
其
郷
村
考
保
地
里
近

　
　
　

者
。
亦
令
併
合
。
能
併
一
者
保
管
。
亦
減
役
十
餓
戸
。
但
少
畏

　
　
　

役
。
人
自
耕
作
。
可
期
富
庶
。
（
明
年
五
月
己
丑
。
施
行
。
）
（
中

　
　
　

略
）
上
方
信
饗
仲
沌
等
。
悉
用
其
脱
営
著
篤
令
者
。
皆
以
詔
書

　
　
　

憲
一
次
第
頷
下
。
濁
府
兵
輔
臣
共
以
篤
不
可
而
止
。

⑩
宋
會
要
方
域
こ
Ｉ
（
長
編
巻
一
四
九
、
宋
史
巻
一
七
七
食
貨
志
大

　
　

略
同
）

　
　
　

仁
宗
慶
暦
四
年
五
月
二
十
八
日
。
省
河
南
府
穎
陽
・
壽
安
・
佩

　
　
　

師
・
縦
氏
・
河
清
五
腿
。
並
総
痍
。
令
林
迩
司
畢
幕
職
州
腿
官

　
　
　

使
臣
両
員
監
酒
税
。
仙
管
勾
煙
火
公
事
。
尋
復
荷
。
時
參
知
政

　
　
　

事
苑
仲
俺
以
天
下
腿
邑
之
多
役
衆
而
民
貧
。
故
首
自
河
南
府
省

　
　
　

之
。

⑩
絞
資
治
通
鑑
長
編
紀
事
本
末
巻
七
七
、
州
懸
座
復

　
　

煕
寧
元
年
五
月
〔
撤
拾
納
戊
戌
〕
座
慶
城
軍
。
入
漿
河
軍
使
。
隷

　
　

河
中
。
（
菌
紀
。
上
謂
輔
臣
目
。
天
下
自
五
代
分
裂
。
檀
禄
一

　
　

方
。
多
置
郡
腿
。
以
固
疆
田
。
街
是
。
役
繁
民
困
。
其
議
併
省

　
　

之
。
。
于
是
座
慶
成
軍
）
。
（
長
編
拾
補
巻
三
、
略
同
）

⑩
綾
灸
治
廷
鑑
長
編
省
二
一
四

-
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so

　
　
　

〔
煕
寧
三
年
八
月
甲
戌
〕
握
河
北
監
牧
使
周
革
言
。
本
朝
建
黎
陽

　
　
　

認
通
利
軍
。
調
度
賦
役
奥
古
不
殊
。
而
戸
口
比
古
橋
十
分
之

　
　
　

一
。
民
困
於
力
役
篤
甚
。
乞
鹿
軍
篤
駆
。
還
腸
衛
州
。
従
之
。

　
　
　

（
奮
紀
於
月
末
書
。
直
通
利
軍
。
新
紀
不
１
　
）
。
於
是
上
謂
執
政

　
　
　

日
。
河
北
大
抵
立
州
噺
太
多
。
王
安
石
閃
論
。
秦
用
小
邑
井
大

　
　
　

故
。
卒
以
致
彊
。
及
唐
築
三
受
降
故
事
。
麗
日
。
今
市
人
公
人

　
　
　

不
順
併
合
Ｊ
併
合
印
多
迦
状
。
朝
廷
人
多
従
之
。
己
俳
復
析
者

　
　
　

非
一
。
小
人
狐
見
如
此
。
所
以
毎
併
一
噺
。
軌
言
不
便
。
凡
言

　
　
　

不
便
。
多
是
近
駆
耐
有
安
産
豪
宗
及
公
人
面
巳
。
朝
廷
若
能
察

　
　
　

此
。
則
河
北
州
噺
可
併
處
甚
多
也
。
上
問
唐
河
北
州
螺
。
安
石

　
　
　

日
。
唐
時
或
是
藩
鋲
欲
張
虚
名
。
縦
唐
州
駈
亦
不
足
問
。
但
計

　
　
　

方
今
利
害
何
如
爾
。
（
陳
壇
軽
北
重
南
之
論
常
附
見
）
。

⑩
參
照
註
⑩

⑩
參
照
註
＠

⑩
州
懸
併
峻
に
開
す
る
記
事
は
皇
宋
十
朝
綱
要
谷
八
「
鹿
置
升
改
州

　

府
」
績
灸
治
通
鑑
長
編
紀
事
本
末
巻
七
七
「
州
噺
嵯
復
」
の
條
に

　

ま
と
め
て
記
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
長
編
に
も
巻
二
二
一
か
ら
巻

　

二
七
〇
に
亘
っ
て
記
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
（
煕
寧
の
初
め
の
部
の
記

　

載
は
長
編
拾
補
巻
三
よ
り
倦
七
に
か
け
て
あ
る
。
）

⑩
絞
灸
治
通
鑑
長
編
巻
二
三
七
、
煕
寧
五
年
八
月
辛
巳
の
條

　
　
　

先
是
。
判
司
農
寺
曾
布
氷
使
過
鄭
。
以
吏
民
乞
唐
州
状
奏
聞
。

　
　
　

乃
下
京
西
相
度
。
韓
浬
使
呉
幾
復
等
奏
。
庭
州
鴛
噺
。
罷
諸
徐

　
　
　

役
支
費
。
賞
寛
民
力
。
蒙
審
問
民
吏
。
賞
皆
楽
従
。
（
長
編
紀

　
　
　

事
本
末
巻
七
七
、
略
同
）

⑩
元
豊
九
域
志
巷
一
。
長
一
巻
二
三
七
、
煕
寧
五
年
八
月
辛
巳
の
條

⑥
綾
灸
治
廷
鑑
長
編
巻
二
三
七
、
煕
寧
五
年
八
月
辛
巳
の
條

　
　

（
上
略
）
上
又
問
執
政
日
。
聞
鄭
人
不
以
座
州
総
便
。
然
否
。
王

　
　

安
石
進
日
。
此
乃
鄭
民
吏
自
乞
。
叉
舗
王
畿
。
則
渚
事
優
。
便
。

　
　

所
省
銭
一
歳
幾
十
萬
絡
。
省
州
宜
十
鈴
貝
。
鄭
州
州
役
省
四
百

　
　

鈴
人
。
諸
新
復
不
在
是
。
此
爾
州
〔
原
滑
〕
止
公
使
庫
逐
年
破

　
　

凌
人
産
。
自
不
可
勝
言
。
不
知
何
線
座
州
。
乃
於
都
人
不
便
。

　
　

又
此
爾
州
出
役
銭
比
天
下
総
最
重
。
若
鹿
印
出
銭
如
府
界
。
比

　
　
　

天
下
総
最
頼
。
惟
是
士
大
夫
有
置
産
在
都
州
者
。
或
不
欲
爾
。

　
　
　

安
石
所
扨
置
産
。
薔
指
曾
公
亮
。

⑩
績
灸
治
通
鑑
長
編
巻
二
三
七
、
煕
掌
五
年
八
月
辛
巳
の
條
。

⑩
縦
資
治
通
艦
長
編
巻
三
六
一

　
　

〔
元
豊
八
年
十
一
月
壬
寅
〕
復
管
城
新
侶
搦
州
。
以
監
察
御
史
劉

　
　

掻
及
新
令
周
邨
有
訪
也
。
（
碧
録
云
。
煕
寧
初
。
鄭
之
吏
民
。
以

　
　

彿
役
供
億
。
公
私
疲
弊
。
則
省
篤
畿
邑
。
詔
従
其
請
。
至
是
。

　
　

監
察
御
史
劉
極
及
邑
令
周
分
有
請
也
）
。
（
下
略
）

⑩
績
灸
治
廷
鑑
長
細
巻
四
○
七
、
元
一
順
二
年
十
。
一
月
丙
辰
、
復
漣
水

　

軍
の
條
の
原
註
に

　
　
　

趙
信
行
状
。
初
元
豊
同
。
務
省
貧
役
。
嘗
併
座
郡
邑
。
自
後
和

　
　
　

或
改
復
。
於
是
。
漣
水
軍
亦
求
復
軍
。
直
業
壁
鋲
叉
己
陛
総

　
　
　

新
。
信
以
嵯
興
郡
邑
。
非
・
有
大
利
害
不
得
已
者
。
何
必
改
作
。

　
　
　

今
復
軍
立
新
。
則
必
紺
置
官
吏
。
蓬
易
戸
税
。
擾
費
甚
重
。
雖

　
　
　

城
郭
之
民
。
利
在
交
易
。
而
農
民
賓
被
其
書
。
乃
劉
上
奏
論

　
　
　

之
。
請
如
先
帝
詔
。
且
罷
察
壁
。
由
是
。
復
罷
震
壁
脂
。
直
漣

　
　
　

水
止
立
軍
使
焉
。

　
　

と
あ
る
。
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⑩
綸
餐
治
通
鑑
長
細
巻
三
六
五

　

’

　
　

〔
元
結
元
年
二
月
乙
丑
（
鋼
要
作
荷
亥
）
〕
詔
。
併
疲
州
駆
。
令
諸

　
　

路
稗
蓮
・
提
鮎
刑
獄
・
提
畢
常
平
可
ｏ
同
相
度
合
奥
不
合
腹
許

　
　

以
聞
。
（
玉
牒
。
乙
丑
。
詔
諸
路
。
相
慶
疲
併
州
噺
）
。
（
長
編
紀

　
　

事
本
末
倦
七
七
同
前
。
皇
宋
十
朝
綱
嬰
巻
二
一
、
略
同
）

⑩
參
照
補
註
⑩
＠

○
參
照
補
註
⑩
⑩

⑩
參
照
補
註
⑩

⑩
宮
崎
助
数
授
「
宋
代
の
役
法
」

⑩
參
照
補
註
⑩

③
綾
灸
治
通
鑑
長
編
巻
三
六
五
、
元
所
元
年
二
月
乙
丑
、
侍
御
史
劉

　

摯
、
監
察
御
史
王
巌
叟
の
上
言
で
あ
る
。
（
長
編
紀
事
本
末
巻
七
七

　

大
略
同
）

　
　
　
　
　
　
　
　

’

⑩
絞
資
治
遜
鑑
長
編
巻
四
〇
七
、
元
結
二
年
十
二
月
丙
巾
、
臣
僚
の

　
　

上
言
中
辻

　
　
　

臣
愚
嘱
訓
。
興
復
州
駆
。
若
別
無
大
利
害
。
則
惟
坊
郭
近
人

　
　
　

〔
こ
字
長
編
紀
事
本
末
作
近
上
是
也
〕
人
戸
便
之
。
郷
村
上
戸
乃

　
　
　

受
其
弊
也
。
何
以
知
其
然
也
。
州
噺
既
復
。
則
井
邑
盛
。
海
商

　
　
　

買
通
。
利
皆
諮
於
坊
郭
。
此
坊
郭
上
戸
。
所
・
以
鴉
便
也
。
復
以

　
　
　

〔
長
編
記
事
本
末
以
作
一
是
也
〕
小
邑
。
添
役
人
敷
百
。
役
皆
出

　
　
　

於
郷
村
。
此
郷
村
上
戸
。
所
以
受
其
弊
也
。
自
元
結
元
年
二
月

　
　
　

九
日
降
勅
相
度
幾
二
年
矣
。
其
利
害
明
白
而
不
可
。
以
不
復
者
。

　
　
　

令
下
之
初
。
皆
已
復
矣
。
其
可
以
復
可
以
不
復
者
。
但
遷
延
至

　
　
　

今
。
彼
坊
郭
上
戸
。
侶
串
同
利
之
人
。
誘
郷
村
之
下
戸
。
共
僑

　
　
　

陳
請
。
韓
迦
司
不
従
。
則
訴
於
提
刑
ヽ
司
。
提
刑
司
不
従
。
則
訴

　
　

於
韓
逞
司
。
前
官
不
聴
。
則
訴
於
後
官
。
必
至
於
復
雨
後
巳
。

　
　

敗
悪
延
至
於
今
日
。
河
復
者
皆
非
利
害
明
自
不
可
以
不
復
者

　
　

也
。
況
自
朝
廷
行
差
役
法
。
中
外
莫
不
以
‐
認
宜
。
雨
論
者
伺
以

　
　

地
薄
民
貧
之
邑
郷
村
。
庶
役
之
戸
不
多
者
。
難
得
番
休
認
患

　
　

也
。
此
雖
州
噺
所
在
利
害
不
同
。
要
之
。
役
人
不
可
以
更
有
看

　
　

添
。
乃
天
下
之
所
同
也
。
今
諸
路
方
且
髪
縁
前
歳
一
時
指
揮
。

　
　

而
復
豚
不
已
。
槽
郷
村
〔
長
編
紀
事
本
末
村
作
戸
〕
之
力
役
。
以

　
　

利
坊
郭
。
臣
楓
以
認
非
便
也
。
臣
欲
望
。
聖
慈
特
降
〔
長
編
紀

　
　

事
本
末
降
作
賜
〕
指
揮
。
其
元
祓
元
年
二
月
九
日
勅
。
更
不
施

　
　

行
。
従
之
。

⑩
宮
崎
助
教
授
「
末
代
の
役
法
」
に
於
て
加
く
の
如
き
意
味
の
こ
と

　

を
論
ぜ
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
七
月
二
十
二
日
稿
了
）

〔
附
記
〕
鄭
州
の
庇
置
問
題
に
つ
い
て
曾
て
恩
師
宮
崎
助
教
授
が
昭
和

　
　
　
　

十
一
年
慶
特
躊
「
朱
代
の
役
法
」
に
於
て
指
摘
せ
ら
れ
た
こ

　
　
　
　

と
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
蛇
足
を
加
へ
て
み
た
の
が
本
稿

　
　
　
　

で
あ
る
。
第
一
章
、
第
二
章
は
殆
ん
ど
同
助
敦
授
の
高
説
、

　
　
　
　

或
は
引
用
文
ま
で
も
奔
借
し
て
論
を
す
ｓ
め
仁
。
そ
の
他
に

　
　
　
　

も
高
況
を
そ
の
ま
ｓ
拝
借
し
だ
鮎
が
多
い
。
特
記
し
て
感
謝

　
　
　
　

の
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。
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